
議案第４４号 

 

   海老名市立コミュニティセンター条例の一部改正について 

 

 海老名市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和８年６月２日提出 

 

 

 

海老名市長  内 野  優  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 コミュニティセンター及び文化センターの使用等に係る統一のルールを定めるとと

もに、開館時間を見直したいため 
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海老名市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 

 海老名市立コミュニティセンター条例（昭和６１年条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

題名を次のように改める。 

  海老名市立コミュニティセンター及び海老名市立文化センター条例 

第１条中「海老名市立コミュニティセンター」の次に「及び海老名市立文化センタ

ー」を加える。 

第２条第１項中「コミュニティセンター（以下」を「海老名市立コミュニティセン

ター及び海老名市立文化センター（以下これらを」に改め、同条第２項の表に次のよ

うに加える。 

第３条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条中「利用する」を「使用する」

に改める。 

 第４条を削る。 

第５条中「別表に掲げるセンター（以下「指定施設」という。）」を「海老名市立

門沢橋コミュニティセンター」に改め、同条を第４条とする。 

 第６条第１号中「指定施設」を「前条の規定により指定管理者に管理を行わせる施

設（以下「指定施設」という。）」に改め、同条第２号中「以下」の次に「これらを 

」を加え、同条を第５条とする。 

第７条を第６条とし、第８条から第１３条までを１条ずつ繰り上げる。 

 第１４条第３項中「第１６条第１項」を「第１５条第１項」に改め、同条を第１３

条とする。 

第１５条を第１４条とし、第１６条を第１５条とする。 

 第１７条第１項中「指定施設」を「センター」に、「午前９時３０分から午後９時

海老名市立勝瀬文化センター        海老名市勝瀬４番40号 

海老名市立国分寺台文化センター    海老名市国分寺台２丁目10番23号 
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３０分まで」を「午前９時から午後９時まで」に改め、同条第２項中「ときは、」の

次に「センターの」を加え、同条第３項中「得て、」の次に「指定施設の」を加え、

同条を第１６条とする。 

 第１８条第１項中「指定施設」を「センター」に改め、同条第２項中「ときは、」 

及び「臨時に」の次に「センターの」を加え、同条第３項中「得て、」及び「臨時に 

」の次に「指定施設の」を加え、同条を第１７条とする。 

 第１９条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条中「指定管理者」を「市長 

」に改め、同条第２号中「施設等」を「センターの施設等」に改め、同条第３号中「 

指定施設」を「センター」に改め、同条を第１８条とする。 

第２０条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条第１項中「施設等」を「セン

ターの施設等」に、「利用しよう」を「使用しよう」に、「あらかじめ指定管理者」 

を「規則で定めるところにより、市長」に改め、同条第２項中「指定管理者」を「市 
長」に、「利用を承認する」を「使用を許可する」に、「指定施設」を「センター」

に、「利用の承認」を「使用の許可」に改め、同条を第１９条とする。 
 第２１条の見出しを「（使用の不許可）」に改め、同条中「指定管理者」を「市長 
」に、「利用の承認」を「使用の許可」に改め、同条第３号中「施設等」を「センタ

ーの施設等」に改め、同条第５号中「指定施設」を「センター」に改め、同号を同条

第６号とし、同条第４号の次に次の１号を加える。 

 (５) 第３条各号に掲げる使用の範囲を逸脱するとき。 

第２１条を第２０条とする。 
第２２条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条中「第２０条第２項」を「第 

１９条第２項」に、「施設等」を「センターの施設等」に、「利用の承認」を「使用

の許可」に、「利用者」を「使用者」に、「承認を」を「許可を」に、「利用の内容 

」を「使用の内容」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同条を第２１条とする。 

第２３条の見出し中「利用の承認」を「使用の許可」に改め、同条第１項中「指定 

管理者」を「市長」に、「場合」を「とき」に、「利用の承認」を「使用の許可」に、 

「利用を」を「使用を」に改め、同項第１号中「利用者」を「使用者」に改め、同項
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第２号中「利用者」を「使用者」に、「第２１条各号」を「第２０条各号」に改め、

同項第３号中「利用の承認を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更を命ずる

ことが必要であると認めた」を「規則で定める」に改め、同条第２項中「利用の承認 

」を「使用の許可」に、「利用者」を「使用者」に、「指定管理者」を「市長」に改

め、同条を第２２条とする。 

第２４条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条中「利用者」を「使用者」に、 

「利用に」を「使用に」に、「承認」を「許可」に、「利用してはならない」を「使

用してはならない」に改め、同条を第２３条とする。 

第２５条中「若しくは第１６条第１項」を「又は第１５条第１項」に、「又は」を

「若しくは」に改め、「命じられたときは、」の次に「指定施設の」を加え、同条に 

次の１項を加える。 

２ 使用者は、センターの施設等の使用が終了し、又は使用を中止した場合は、速や

かに当該施設等を原状に回復しなければならない。 

第２５条を第２４条とする。 

第２６条中「利用者」を「使用者（指定施設の利用者を含む。）」に改め、「過失

により」の次に「センターの」を加え、同条を第２５条とする。 

第２７条第１項中「及び」の次に「センターの」を加え、同条第２項中「指定施設 

」を「センター」に改め、同条を第２６条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（準用） 

第２７条 第３条、第１８条から第２３条まで及び第２４条第２項の規定は、第４条

の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、

これらの規定中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者 

」と、「センター」とあるのは「指定施設」と、「許可」とあるのは「承認」と、

「使用者」とあるのは「利用者」と、第３条中「使用する」とあるのは「利用する 

」と、第１９条第１項中「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、同条第２項

中「許可する」とあるのは「承認する」と、第２０条の見出し中「不許可」とある

のは「不承認」と、第２３条中「使用してはならない」とあるのは「利用してはな
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らない」と読み替えるものとする。 

第２８条を削る。 

第２９条中「ほか、」の次に「この条例の施行について」を加え、「市長が別に」

を「規則で」に改め、同条を第２８条とする。 

 別表を削る。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。ただし、次項及び第３項の規定

は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に使用しようとするセンタ

ーに係る改正後の海老名市立コミュニティセンター及び海老名市立文化センター条

例（以下「新条例」という。）第１９条第１項の規定による申請その他の行為は、

施行日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。 

３ 前項の規定は、新条例第５条第１号に規定する指定施設を施行日以後に利用しよ

うとする者について準用する。この場合において、「使用しようとするセンター」

とあるのは「利用しようとする指定施設」と、「第１９条第１項」とあるのは「第

２７条において準用する新条例第１９条第１項」と読み替えるものとする。 

（海老名市立文化センター条例の廃止） 

４ 海老名市立文化センター条例（平成２年条例第２３号）は、廃止する。 
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